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◆拠点…災害の恐れがあるときに初めに開設　◆広域…拠点だけでは避難者を収容できないときに開設
※広域の（●）は拠点・広域でも収容しきれず、かつ、施設の使用が可能な場合に開設

問危機管理課☎43-5203災害への備えを忘れずに！

■南あわじ市の指定避難所

避難について話し合いましょう
　ハザードマップで自宅周辺が危険な場所となっ
ている人は、災害時に避難が必要です。
　いざというときには、市の指定避難所以外に
も、安全な場所にある親戚や友人宅なども避難
先となります。
　あらかじめ自分の避難
先について考え、家族や
周囲の人と話し合ってお
きましょう。

　自宅周辺は、どのような災害に注意すべきかを
確認しましょう。南あわじ市ハザードマップや兵庫
県ＣＧハザードマップには、土砂災害警戒区域や
浸水想定区域などが掲載されています。
※ハザードマップは市ホームページなどに掲載。

危機管理課でも配布しています

危険箇所を確認しましょう

ハザードマップ
（市ホームページ）

兵庫県 CG
ハザードマップ

※課税所得金額…前年中の総所得金額等から基礎控除を差し引いた金額

【表】令和５年度の税率等　　　　　　　※税率・金額の（ ）内は昨年度

令和５年度の国民健康保険税の税率が決まりました
問税務課☎ 43-5213
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医療保険分
（0 ～ 74 歳）

後期高齢者
支援金等分 

（0 ～ 74 歳）

介護保険分
（40 ～ 64 歳）

所得割 
（課税所得金額※×税率）

7.4％
（改正なし）

2.82%
（改正なし）

2.23%
（改正なし）

資産割 
（固定資産税額×税率）

3.75%
（7.50%）

1.25%
（2.50%）

0.62%
（1.24%）

均等割 
（１人あたり）

2 万 6,500 円
（改正なし）

1 万 1,000 円
（改正なし）

1 万 3,000 円
（1 万 2,000 円）

平等割 
（１世帯あたり）

2 万 2,100 円
（2 万 4,600 円）

6,600 円
（改正なし）

6,600 円
（4,100 円）

課税限度額 65 万円
（改正なし）

22 万円
（20 万円）

17 万円
（改正なし）
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施 設 名
風 水 害 地 震

施 設 名
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拠 点 広 域 拠 点 広 域 拠 点 広 域 拠 点 広 域

緑

広田地区公民館 ● ●

三
原

三原中学校 ● ●
倭文公民館 ● ● 榎列小学校 ● ●
広田小学校 （●） ● 八木小学校 ● ●
広田中学校 ● ● 市小学校 ● ●
倭文小学校 ● ● 神代小学校 ● ●
旧倭文中学校 ● ● 三原健康広場 ● ●

西
淡

西淡中学校 ● ● 働く婦人の家 ● ●
松帆地区公民館 ● ● 県立淡路三原高等学校 （●） （●）
湊地区公民館 ● ●

南
淡

福良地区公民館 ● （●）
湊小学校 ● ● 賀集地区公民館 ● ●
津井地区公民館 ● ● 北阿万地区公民館 ● ●
丸山地区公民館 ● ● 福良小学校 （●） ●
阿那賀地区公民館 ● ● 阿万小学校 （●） ●
伊加利地区公民館 ● ● 南淡中学校 （●） ●
西淡志知公民館 ● ● 旧灘保育所 （●） ●
志知小学校 ● ● 沼島小学校 （●） ●
辰美小学校 ● ● 沼島中学校 （●） （●）

三
原

中央公民館 ● ● 阿万地区公民館 ● （●）
榎列公民館 ● ● 灘地区公民館 ● （●）
八木地区公民館 ● ● 沼島地区公民館 ● （●）
神代地区公民館 ● ● 潮美台地区公民館 ● （●）
倭文集会所 ● ● 賀集小学校 ● ●
三原志知公民館・学ぶ
楽しさ支援センター

（旧三原志知小学校）
● ●

北阿万小学校 ● ●
文化体育館 ● ●

三原志知公民館 別館
（旧三原志知公民館） （●） ●

市地区公民館 ● （●）

後期高齢者医療制度・介護保険制度
保険料額決定通知・後期高齢者医療被保険者証をお送りします

問長寿・保険課☎ 43-5217
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